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令和２年第６回（１２月）みなかみ町議会定例会会議録第１号 

令和２年１１月３０日（月曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第１号 

   令和２年１１月３０日（月曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議長諸報告 

日程第 ４  閉会中の継続調査に関する委員長報告について 

日程第 ５  請願・陳情文書表 

日程第 ６  議案第 ８１号 みなかみ町監査委員の選任について 

日程第 ７  議案第 ８２号 令和２年度みなかみ町ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報機器 

               購入契約の締結について 

       議案第 ８３号 令和２年度みなかみ町立月夜野中学校図書室新築工事請負変更契約 

               の締結について 

       議案第 ８４号 令和２年度みなかみ町月夜野学校給食センター食器食缶洗浄機等購 

               入契約の締結について 

日程第 ８  議案第 ８５号 みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公 

               費負担に関する条例の制定について 

日程第 ９  議案第 ８６号 みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

       議案第 ８７号 みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の 

               一部を改正する条例について 

       議案第 ８８号 みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

               を改正する条例について 

日程第１０  議案第 ８９号 みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１１  議案第 ９０号 みなかみ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強 

               化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する 

               条例について 

日程第１２  議案第 ９１号 みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第１３  議案第 ９２号 みなかみ町保健福祉センター条例の一部を改正する条例について 

日程第１４  議案第 ９３号 指定管理者の指定について（みなかみ町公衆浴場 いこいの湯） 

       議案第 ９４号 指定管理者の指定について（みなかみ町健康福祉施設 湯テルメ・ 

               谷川） 

       議案第 ９５号 指定管理者の指定について（みなかみ町ふれあい交流館） 

       議案第 ９６号 指定管理者の指定について（みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園「満天 
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               星の湯」） 

       議案第 ９７号 指定管理者の指定について（みなかみ町たくみの家 木工の家） 

       議案第 ９８号 指定管理者の指定について（みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉セ 

               ンター「上牧 風和の湯」） 

       議案第 ９９号 指定管理者の指定について（猿ヶ京温泉屋内運動場） 

       議案第１００号 指定管理者の指定について（湯宿温泉屋内運動場） 

       議案第１０１号 指定管理者の指定について（みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設） 

       議案第１０２号 指定管理者の指定について（みなかみ町月夜野学童クラブ） 

       議案第１０３号 指定管理者の指定について（みなかみ町農林漁業体験実習館（豊楽 

               館）） 

       議案第１０４号 指定管理者の指定について（みなかみ町農産物加工施設（福寿茶 

               屋）） 

       議案第１０５号 指定管理者の指定について（みなかみ町手づくり郷土の香りの家） 

       議案第１０６号 指定管理者の指定について（みなかみ町フルーツ公園（桃李館）） 

       議案第１０７号 指定管理者の指定について（みなかみ町月夜野第２学童クラブ） 

       議案第１０８号 指定管理者の指定について（みなかみ町カルチャーセンター） 

日程第１５  議案第１０９号 利根沼田学校組合規約の変更に関する協議について 

日程第１６  議案第１１０号 みなかみ町新町まちづくり計画の変更について 

日程第１７  議案第１１１号 沼田市との利根沼田地域定住自立圏形成に関する協定の締結につい 

               て 

日程第１８  議案第１１２号 令和２年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について 

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１７人） 

       １番 牧 田 直 己 君         ２番 茂 木 法 志 君 

       ３番 鈴 木 美 香 君         ４番 阿 部   清 君 

       ５番 髙 橋 視 朗 君         ６番 窪 田 金 嘉 君 

       ７番 本 多 公 保 君         ８番 髙 橋 久美子 君 

       ９番 森   健 治 君        １０番 鈴 木 初 夫 君 

      １１番 石 坂   武 君        １２番 中 島 信 義 君 

      １３番 阿 部 賢 一 君        １４番 髙 橋 市 郎 君 

      １５番 久 保 秀 雄 君        １６番 小 野 章 一 君 

      １７番 山 田 庄 一 君 

 

欠席議員      な  し 

 

会議録署名議員 

       ４番 阿 部   清 君        １４番 髙 橋 市 郎 君 

 

─────────────────────────────────────── 

 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名 

議会事務局長 桑 原 孝 治 書 記 泉   雪 江 

書 記 田 村   勝   

 

─────────────────────────────────────── 

 

説明のため出席した者 

町 長 鬼 頭 春 二 君 副 町 長 宮 崎 育 雄 君 

教 育 長 田 村 義 和 君 会 計 課 長 原 澤 右 文 君 

総 務 課 長 杉 木 隆 司 君 総合戦略課長 林   市 治 君 

税 務 課 長 中 島 修 一 君 町民福祉課長 松井田 順 一 君 

子育て健康課長 上 村 真 弓 君 生活水道課長 金 子 喜一郎 君 

農 政 課 長 原 澤 真治郎 君 観光商工課長 高 野 明 夫 君 

地域整備課長 林     昇 君 学校教育課長 高 橋 康 之 君 

生涯学習課長 河 合 博 市 君 水 上 支 所 長 木 村 伸 介 君 

新 治 支 所 長 原 澤 達 也 君   
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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（山田庄一君） おはようございます。 

      本日議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ定刻までにご参集いただ

きまして誠にありがとうございます。 

      本日の会議につきましては、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、発言時を

含め、常時マスクの着用をお願いいたします。 

      なお、アクリル板設置場所に限り、マスクを外しての発言を認めます。 

      ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

      これより令和２年第６回（１２月）みなかみ町議会定例会を開会いたします。 

 

町長挨拶  

 

議 長（山田庄一君） 本定例会に際し、町長より挨拶の申出がありましたので、これを許可いたし

ます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 皆さん、おはようございます。 

      議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

      本日は１２月定例会を招集させていただきましたところ、議員各位におかれましては、

ご多忙中にもかかわらずご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

      明日から師走になり、何かと慌ただしい年の瀬を迎え、皆様には多忙の日々をお過ごし

のことと思います。谷川岳には数回の積雪があり、１１月１３日には、水紀行館を会場に

高崎河川国道事務所主催の除雪出陣式が行われました。町といたしましても、町道除雪の

ために除雪センターを中心に準備に万全を期しております。 

      さて、令和２年は世界中が新型コロナウイルス対策に追われた１年であったと思います。

みなかみ町においても、２回の補正予算を議員各位の同意を頂きながら対策に取り組んで

まいりました。ここに来て、第３波ともいうべき感染者の拡大が広がってきております。

町民の皆様には、引き続き、感染しない、感染させない取組をお願いしたいと思います。 

      また、９月９日から１０日にかけて、豪雨によりまして、みなかみ町において多数の災

害が発生をいたしました。現在、関係機関、関係者等と調整を図りながら復旧工事の発注

準備を進めております。年度内完成に向けて取り組んでまいりたいと思っております。 

      さて、１２月定例議会に提案いたします案件は、人事１件、条例８件、補正予算１件、

その他２２件であります。詳細につきましては、後ほど説明させていただきますので、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきま

す。 

──────────────────────────────────────────── 
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開  議  

 

議 長（山田庄一君） これより本日の会議を開きます。 

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。 

      議事日程第１号により、議事を進めます。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

      会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。 

        ４番  阿 部   清  君 

       １４番  髙 橋 市 郎  君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日１１月３０日よ

り１２月１０日までの１１日間としたい考え方であります。 

      これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日１１月３０日より１２月１０日までの１１日間と決定

いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（山田庄一君） 日程第３、議長諸報告を行います。 

      これより議会閉会中の主な事項について報告いたします。 

      例年ですと、９月から１１月にかけては運動会や観光イベントなど、多彩な行事が開催

されてきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、多くの行事が中止や延

期となり、議会活動にも影響している状況です。 

      このような中で、９月２４日には、みなかみ町観光協会の令和２年度臨時社員総会が開

催され、１０月１８日には、第１４回福祉ふれあいフェスティバルが、新型コロナウイル

スの感染防止のため、規模を縮小し、表彰のみとして行われ、１１月６日には、ＪＲ東日
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本ウォータービジネスみなかみ飲料工場の地鎮祭が執り行われ、出席いたしました。 

      １０月１２日及び１１月１６日には、定例利根郡議長会や利根沼田広域市町村圏振興整

備組合の定例議員協議会が開催され、１１月１６日には利根沼田学校組合議会議員協議会

も開催され、出席いたしました。 

      １１月１２日に執り行った故中曽根康弘元内閣総理大臣の群馬県民、高崎市民合同葬に

は、議員各位と共に参列いたしました。 

      １１月２５日には、第６４回町村議会議長会全国大会がＮＨＫホールで開催され、出席

し、また、同日、長野原町議会による行政視察があり、副議長に対応していただきました。 

      その他日程は、議会事務局で閲覧くださるようお願いいたします。 

      以上をもちまして、議長諸報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第４ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第４、閉会中の継続調査に関する委員長報告についてを議題といたしま

す。 

      所管の委員長報告を求めます。 

      厚生常任委員会委員長髙橋久美子君。 

（厚生常任委員長 髙橋久美子君登壇） 

厚生常任委員長（髙橋久美子君） 委員長報告をさせていただきます。 

      １０月２２日に行われた厚生常任委員会の行政視察の報告をさせていただきます。 

      町にとり、アメニティパークのごみ処理施設が２２年を経過し、機器の老朽化、ＲＤＦ

処理コストのコスト高など、様々な課題がある中、ユネスコエコパークに登録された町、

ＳＤＧｓ未来都市に認定された町として、自然との共生、持続可能なエネルギー開発など

の視点が、ごみ行政にも問われると思います。 

      また、２０５０二酸化炭素実質ゼロ公表の町として、木質バイオマスを中心に再生エネ

ルギーと蓄電池の有効利用の先進的取組をしている、沼田市久屋原町のシンエネルギー開

発株式会社の沼田バイオマスと川場村のウッドヴィレッジ川場の取組を視察いたしました。 

      シンエネルギー開発は、沼田バイオマスのほか、国内に６カ所のバイオマス発電施設を

展開しています。その中の１つの米子バイオマスでは、電気を５４.５メガワット発電し、

１２万８,５００世帯に供給しています。ちなみに、沼田は５０キロワットで１００世帯

に供給しているとのことです。沼田バイオマスの仕組みは、地元の間伐材を利用し、木質

チップを作ります。これを乾燥機にかけ、乾燥チップにして熱弁電球装置でガス化し、電

気と熱を取り出します。取り出した電気は充電したり、施設の自家用消費にも使用します。

熱はチップ乾燥用の熱源として使われます。 

      また、乾燥チップは発電した際、炭の粉となります。これは、バイオチャーと呼ばれて

います。これを堆肥に混ぜたり、石炭の代替品として有効利用できます。将来的には、バ

イオチャーの堆肥と半炭化したペレットの商品化で販売も視野に入れています。このよう
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に間伐材を余すことなく徹底して利用しています。また、取り出した熱でビニールハウス

を温室化し、台湾バナナを栽培し、障害者の雇用の場とする計画も進めているそうです。

そして、蓄電池で災害のときに地域で利用できるシステムを考案中とのことです。 

      川場村の取組も木質バイオマスの発電の仕組みは、沼田バイオマスと同じです。発電し

た電気は世田谷区民４０軒に供給し、熱源は冬季のイチゴ栽培に利用し、田園プラザ等で

販売しています。特筆すべきところは、貴重な地域資源である森林を整備し、活用するこ

とです。この取組で国土を保全し、里山景観を保ちながら林業雇用者の育成と森林の荒廃

を防ぎます。林業を地域産業として復活させる目的で、木材コンビナートの一環として製

材施設を整備しているところです。この取組の元となっているのが、川場村、東京農業大

学、清水建設が三者それぞれの知識、経験を生かし、産官学の連携により、新しい持続可

能な取組にチャレンジするグリーンバリュープログラムです。 

      具体的には、川場村の森林などの地域資源や再生可能エネルギーを活用した元気なふる

さとづくりに取り組むため、平成２４年に元気なふるさとづくり協定を三者で結びました。

この取組により、新たな産業を生み出すことで村内経済の活性化が図られ、雇用の場の拡

大を目指しているとのことです。 

      このたびの研修で感じたことは、どちらの取組も非常にコンパクトで、エネルギーの地

産地消を目指した取組です。木質バイオマスは持続可能な循環型社会につながっています。

環境に配慮した、ごみ行政を行ってきた当町として、気候変動の危機が叫ばれる中、その

ほかのバイオマス、また、再生エネルギーの可能性をさらに調査、研究する必要性を痛感

いたしました。 

      それとともに、森林の活用で里山の景観を守ることは観光地として大切な資源であり、

鳥獣害の対策にもなります。防災の観点からも有効な施策です。町の縦割りの視点ではな

く、横断的対応で町民の幸福度アップのため、全庁的に課題に取り組み、ユネスコエコパ

ーク、ＳＤＧｓ未来都市としてのまちづくりの施策を、議論を進めていかなくてはとの思

いを強くいたしました。 

      以上、委員長報告といたします。 

議 長（山田庄一君） 以上で、厚生常任委員会委員長髙橋久美子君の委員長報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 請願・陳情文書表  

 

議 長（山田庄一君） 日程第５、請願・陳情文書表についてを議題といたします。 

      今期定例会において、本日までに受理しました請願・陳情はお手元に配付いたしました

文書表のとおりであります。 

──────────────────────────────────────────── 

〔巻末 参考資料〕  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） 以上、文書表のとおり所管の委員会に付託いたしますので、よろしくお願い
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いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第６ 議案第８１号 みなかみ町監査委員の選任について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第６、議案第８１号、みなかみ町監査委員の選任についてを議題といた

します。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第８１号についてご説明申し上げます。 

      現在、監査委員である、みなかみ町後閑１５７番地の澁谷正誼氏の任期が令和２年１２

月９日に満了となります。澁谷氏は、地方自治法第１９６条第１項に謳われておりますよ

うに、人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、優れた識

見を有しており、監査委員として適任でありますので、引き続き、澁谷氏を選任いたした

く議会の同意を求めるものであります。 

      なお、任期は４年であります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８１号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８１号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第８１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８１号の討論を終結いたします。 

      議案第８１号、みなかみ町監査委員の選任についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８１号、みなかみ町監査委員の選任については原案のとおり同意されま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 議案第８２号 令和２年度みなかみ町ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報機器購入契  

            約の締結について  
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     議案第８３号 令和２年度みなかみ町立月夜野中学校図書室新築工事請負変更契約の締結  

            について  

     議案第８４号 令和２年度みなかみ町月夜野学校給食センター食器食缶洗浄機等購入契約  

            の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第７、議案第８２号、令和２年度みなかみ町ＧＩＧＡスクール構想実現

のための情報機器購入契約の締結についてから、議案第８４号、令和２年度みなかみ町月

夜野学校給食センター食器食缶洗浄機等購入契約の締結についてまで、以上３件を一括議

題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第８２号から議案第８４号について一括してご説明申し上げます。 

      まず、議案第８２号、令和２年度みなかみ町ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報機

器購入契約の締結についてご説明申し上げます。 

      本事業については、町内全ての小中学校、児童生徒１人に１台の端末を整備するため、

群馬県教育委員会において実施する第１期共同調達に参加し、情報端末機器及び情報端末

の単価、事業者の選定に関する一切の権限を群馬県教育委員会教育長に委任しました。群

馬県教育委員会によって、事業者の公募、総合評価方式により審査した結果、事業者が群

馬県高崎市高松町３番地、東日本電信電話株式会社群馬支店に決定をいたしました。 

      群馬県による共同調達のため、競争入札に適さない業務として、地方自治法施行令第１

６７条の２第１項第２号に基づき、東日本電信電話株式会社群馬支店に対し、１１月１８

日に見積入札に付した結果、同業者が５,２４４万３,６００円で落札となりました。 

      当該者を契約の相手方として物品購入契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１

項第８号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

      次に、議案第８３号につきましてご説明申し上げます。 

      本件につきましては、令和２年度みなかみ町立月夜野中学校図書室新築工事の工事請負

変更を締結するものであります。令和２年９月議会において契約締結の議決を経て施工を

してきたところでありますが、建物基礎において校舎新築時の実質資料に基づき地盤改良

を行う設計でありましたが、実際の支持地盤は計画より浅く、ラップルコンクリートの打

設により支持力を確保できることが判明したので、建築確認を得て工法を変更し、工事費

が約３００万円の減額となります。 

      一方、既存校舎と新築図書室を結ぶ連絡通路及び既存校舎の取付け部の改修については、

連絡通路の延長により防火区画等の設計に不測の日数を要しましたが、このたび本工事に

含めて施工し、工事全体の工期の短縮を図りたいと考えます。これに関する増額は約１,

６００万円となります。全体では１,２３３万１,０００円増額し、契約金額を１億８,６

１３万１,０００円として変更契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決を求めるものです。 
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      続きまして、議案第８４号、令和２年度みなかみ町月夜野学校給食センター食器食缶洗

浄機等購入契約の締結についてご説明申し上げます。 

      月夜野学校給食センターは、平成１７年４月に現在の場所に設置され、既に１５年が経

過をしております。当時導入した調理設備の老朽化が進み、整備対象の自動食器食缶洗浄

機及び自動食器浸漬機は不具合による備品交換などで年々修理費用が増加、部品の調達も

難しくなってきております。代替部品での対応も増え、費用増加の一因となっています。

また、老朽化による配管軟部の腐食が原因と思われる食器等への汚れの付着により食器の

洗い直しが必要となるケースも増えております。 

      このような状況を踏まえ、洗浄作業が安定的に、かつ安全で衛生的に進められるよう、

さらには児童生徒に安全・安心な給食を提供できるよう、当該設備を更新するものであり

ます。 

      令和２年１１月２５日に指名競争入札を行った結果、２,３５１万２,５００円で群馬県

高崎市和田多中町１３番１号、株式会社中西製作所群馬営業所所長、藤原崇史が落札をい

たしました。 

      当該者を契約の相手方として物品購入契約を締結したく、地方自治法第９６条第１項第

８号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８２号について質疑ありませんか。 

      １１番石坂武議員。 

１１番（石坂 武君） 何台購入して、生徒１人当たりに係る金額は幾らか、その辺まず教えてくだ

さい。 

議 長（山田庄一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 高橋康之君登壇） 

学校教育課長（高橋康之君） お答えいたします。 

      まず、台数についてでございますけれども、１,２００台を購入する予定でございます。 

      価格につきましては、群馬県の共同調達によります基本費用が３万２,４３０円という

ことになっております。これにつきましては、端末本体の価格、それから、１年間のメー

カー保証、それとグーグルのライセンス費用などが含まれております。実際の購入価格は

３万９,７３０円になっておりますので、群馬県の共同調達によります基本費用３万２,４

３０円に、みなかみ町のネットワークに対応した設定作業、それから、各学校に指定した

保管場所までの搬入設置費用といたしまして３,７００円を加算しております。また、セ

キュリティー強化といたしまして、きめ細かなフィルタリングを行う支援費用として９０

０円を加算しております。さらに、学校の運用負担軽減といたしまして、学校から端末操

作や運用に関する問合せを行うサポートデスクの費用として１,２００円、それと、今回

導入いたしますクラウド型のグループウエアというものがございます。これについては、

メール機能、あるいはビデオ会議機能、メッセージのやり取り、共有カレンダー、簡易な

文書の作成など、そういったものが行えるグループウエアに関する問合せ、それから、簡
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易な教材テンプレートの提供などを行う運用サポート費用としまして１,５００円を加算

しております。群馬県の共同調達によります基本費用に、ただいま申し上げました各学校

への設定作業やセキュリティー強化、それから、学校の運用負担軽減等の経費を付加いた

しまして、１台当たり３万９,７３０円と設定しております。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） 石坂君。 

１１番（石坂 武君） ありがとうございました。 

      構想実現に向けての取組については期待大というところなんですけれども、実際に機器

を使って教える側の体制はどうなっているか教えていただけますか。 

議 長（山田庄一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 高橋康之君登壇） 

学校教育課長（高橋康之君） お答えいたします。 

      １人１台の機器端末導入と併せまして、各学校のそれぞれのＷｉ－Ｆｉ環境の設定も進

めております。そのＷｉ－Ｆｉ環境の設定と併せまして、各学校にタブレットの収納庫の

設置も今現在進めておりますので、年内にはそれぞれの保管庫の設置が完了する予定でお

ります。その保管庫までの納入について今回の契約に含まれておりますので、年明け早々

から準備をしまして、１月の半ばには全ての学校に端末が納入されるという予定で進めて

おります。 

      それと並行しまして、学校のＩＣＴのいろいろ支援をしていただくＩＣＴサポーターに

つきましても、今年度、国庫補助事業にのっておりますので、これにつきましては、先ほ

どＮＴＴ東日本の群馬支社が今回の端末の導入業者として選定されておりますけれども、

そのグループ会社でありますＮＴＴデータカスタマーサービス株式会社、こちらのほうで

ＩＣＴサポーターの研修、それから、２４時間のサポートデスク、それから、それぞれの

学校に二、三時間、サービスエンジニアが常駐して学校の先生方のサポートに当たるなど、

幾つかのメニューをご提案いただいておりますので、その辺を踏まえて、端末が導入され

る時期と合わせて学校のほうに研修等に入れればという形で現在、調整を進めているとこ

ろでございます。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） 石坂君。 

１１番（石坂 武君） ありがとうございました。 

      サポート常駐の期間というのが当然あるんだと思うんですけれども、期間的にはどの程

度なんでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 高橋康之君登壇） 

学校教育課長（高橋康之君） お答えいたします。 

      現在まだ、それぞれの学校の状況、それから、研修の回数とか期間とか、これから調整

を進めていくところでございますけれども、基本的には、まず年度内に集中的にサポート

をして、また、来年度以降についても、ある程度支援をしていかなければならないかなと
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いうふうには考えてはおります。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

      １２番中島君。 

１２番（中島信義君） ちょっと教えてもらいたいんですが、予備というものも多分あると思うんで

すけれども、小学校何台、中学校何台、先生何台、予備等の数を教えていただきたいのと、

あと、場合によっては生徒自身が自宅に持って帰って勉強したいというようなことが可能

かどうかも含めてお答えいただければと思いますが、お願いします。 

議 長（山田庄一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 高橋康之君登壇） 

学校教育課長（高橋康之君） お答えいたします。 

      それでは、それぞれの学校ごとの数字を申し上げたいと思います。 

      まず、小学校でございます。児童数と教職員、予備分を含めまして、古馬牧小学校で２

００台、桃野小学校で１７８台、月夜野北小学校で４８台、水上小学校で１１６台、藤原

小学校で１１台、新治小学校で２００台、次に中学校ですが月夜野中学校で２２４台、水

上中学校で７５台、藤原中学校で２１台、新治中学校で１２２台、その他、教育委員会の

事務局用といたしまして５台、合計で１,２００台ということでございます。 

      ２番目の質問でございますけれども、まず基本的にはＧＩＧＡスクール構想ということ

で、学校のＷｉ－Ｆｉ環境を整えて、そこでタブレットを活用していくということが基本

でございますので、今のところ、貸出しというものは考えておりません。しかしながら、

今後、家庭学習の充実、あるいはコロナ禍の感染症の拡大等も視野に入れますと、その辺

についても具体的な検討が必要になってくるかなというふうには考えておりますけれども、

基本的には、まず、先生方にも子供たちにも端末に慣れていただき、それを授業の中で活

用していくことが重要であるというふうに考えておりますので、今後、検討していくとい

うことになるかと思います。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８２号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第８３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８３号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第８４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８４号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第８２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 
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（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８２号の討論を終結いたします。 

      議案第８２号、令和２年度みなかみ町ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報機器購入

契約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８２号、令和２年度みなかみ町ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報

機器購入契約の締結については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第８３号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８３号の討論を終結いたします。 

      議案第８３号、令和２年度みなかみ町立月夜野中学校図書室新築工事請負変更契約の締

結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８３号、令和２年度みなかみ町立月夜野中学校図書室新築工事請負変更

契約の締結については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第８４号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８４号の討論を終結いたします。 

      議案第８４号、令和２年度みなかみ町月夜野学校給食センター食器食缶洗浄機等購入契

約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８４号、令和２年度みなかみ町月夜野学校給食センター食器食缶洗浄機
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等購入契約の締結については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第８ 議案第８５号 みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公費負担  

            に関する条例の制定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第８、議案第８５号、みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第８５号につきましてご説明申し上げます。 

      令和２年６月の公職選挙法の改正により、町村の選挙における立候補の環境改善を目途

として、選挙公営の対象が拡大されました。具体的には、選挙運動用自動車の使用、ビラ

の作成及びポスターの作成について、一定の金額を限度として公費から支払うことが可能

となります。各地方公共団体が選挙公営を行う場合、条例による定めが必要となることか

ら、新たに選挙運動の公費負担に関する条例を制定するため、議会の議決を求めるもので

あります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８５号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第８５号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８５号の討論を終結いたします。 

      議案第８５号、みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の制定についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８５号、みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第９ 議案第８６号 みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  

     議案第８７号 みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の一部を  

            改正する条例について  

     議案第８８号 みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正  

            する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第９、議案第８６号、みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてから、議案第８８号、みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例についてまで、以上３件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第８６号から議案第８８号について人事院勧告に伴う改正のため、関連

がありますので一括してご説明申し上げます。 

      議案第８６号についてご説明申し上げます。 

      人事院は、１０月７日に民間給与との格差に基づき、特別給の支給を０.０５月引き下

げる勧告を行いました。また、群馬県人事委員会においても、人事院勧告に準じた勧告が

されております。これらの勧告を踏まえて、本町においても職員の給与等について改正条

例を提出するものであります。 

      今回の改正は、特別給について年間４.５月を４.４５月に０.０５月分の引下げを行う

ものであります。本年度においては、１２月期の期末手当の支給において、年間支給月数

の引下げを行い、併せて令和３年度以降の６月期、１２月期の支給月数についても改正を

行います。 

      次に、議案第８７、８８号についてご説明申し上げます。 

      みなかみ町長、副町長及び教育長並びに議会議員の特別給について、国の特別職に準じ、

年間期末手当を０.０５月分の引下げを行うものであります。国においては、一般職の国

家公務員給与改定とともに、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が既

に国会に提出されております。施行期日、支給方法等については、一般職と同様に実施を

します。 

      以上が改正の主な内容でございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８６号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８６号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第８７号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８７号の質疑を終結いたします。 
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      次に、議案第８８号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８８号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第８６号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８６号の討論を終結いたします。 

      議案第８６号、みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採

決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８６号、みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いては原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第８７号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８７号の討論を終結いたします。 

      議案第８７号、みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８７号、みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条

例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第８８号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８８号の討論を終結いたします。 
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      議案第８８号、みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８８号、みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 議案第８９号 みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１０、議案第８９号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第８９号についてご説明申し上げます。 

      地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年９月４日に公布され、国民健康保険税

の改正部分については、令和３年１月１日から施行となります。これに伴い、関連する条

例について改正を行うものであります。 

      第２３条の改正は、国民健康保険税の減額の基準について所得の算定において、基礎控

除額相当分の基準額を現行の３３万円から４３万円に引き上げるとともに、被保険者のう

ち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えるものであります。 

      附則第４項の改正は、公的年金等に係る所得に関わる国民健康保険税の課税の特例につ

いて、軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整備であります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８９号について質疑ありませんか。 

      １５番久保君。 

１５番（久保秀雄君） 今回の改正については、地方で法律改正があって、それに合わせると、こう

いう形だと理解をしております。 

      ６月の議会の中で今、コロナ禍の中で低所得者を援助とか、低所得者に対する援助とい

う制度が設けられたと思います。そのときの審議の中で、条例改正については６月までで

すと、それで、６月以降については条例の運用でありますと、こういう答弁を頂いていま

す。今回の改正と、それらについての関わり方、それから、運用でやりますと、こういう

答弁を頂いているわけですけれども、その運用とはどんな形の方策なのかなとお聞きをし

たいと思います。 
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議 長（山田庄一君） 税務課長。 

（税務課長 中島修一君登壇） 

税務課長（中島修一君） お答えいたします。 

      まず、今回の改正につきましては、個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険税の

見直しということでございます。令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直しにおきま

して、給与所得控除、それから、公的年金控除からその金額が１０万円引き下げられまし

て、基礎控除へ１０万円の振替を行うことによりまして、国民健康保険税の負担水準に関

して、意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に関わる所得について所要の見

直しを行うものでございます。 

      今回の改正につきましては、国民健康保険税の減税の対象となる所得の基準について、

軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を現行の３３万円から４３万円に

引き上げるということが主な内容でございます。６月議会で議決いただいた条例改正は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の減免の対象とするための条例

改正で、今回の改正は国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について所要の規定

の整備等を行うものであります。 

      以上です。よろしくお願いいたします。 

議 長（山田庄一君） 運用というのが何か。 

（税務課長 中島修一君登壇） 

税務課長（中島修一君） すみません。運用で対応できるものについては運用で対応させていただき

たいということなんですが、今回の場合は所得課税の見直しについての関係で、日にちの

ほうが令和３年１月１日施行の関係となりますので、運用では対応できないということで

ございます。よろしくお願いいたします。 

議 長（山田庄一君） 久保議員、いいですか。 

１５番（久保秀雄君） 今回のこの改正と６月の出てきたのが違います。そこは理解できました。そ

れで、６月のときから９月まで条例で定めたと、それで、９月以降どうするんですかと、

こういう質問したところ、９月以降については、その条例が切れますけれども、運用でや

っていきますと、こういう答弁を頂いたわけです。そうすると、条例的には９月で切れち

ゃっているんですけれども、その後、運用でやりますと。そうすると、単純な話をして、

６月から９月までは条例を作らなければできなかったと、それ以降は、運用でできますよ

と、こういう話に理解をしています。そうすると、その運用というのはどういう形で回し

ていくのかなと、その辺のところをちょっと教えていただければと思います。 

議 長（山田庄一君） 税務課長。 

（税務課長 中島修一君登壇） 

税務課長（中島修一君） その運用というものにつきましては、税に関しては特に運用というものは

なかったと思うんですけれども。 

議 長（山田庄一君） 久保議員。 

１５番（久保秀雄君） ６月の定例議会の中で、税務課長でなく町民福祉課長が運用でやりますよと、

こういう答弁をしているのがあると思うんです。だから、その辺のところが９月以降、ど
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ういう扱いでやっているのかなと、そこをちょっと教えていただきたいなと、こういうこ

とです。 

議 長（山田庄一君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 松井田順一君登壇） 

町民福祉課長（松井田順一君） お答えします。 

      国保でやったのは失業保険というその間にコロナによって収入がなくなった方の保険と

いうんですかね、を給付しますよというのは、９月までは条例で定めるんですけれども、

それ以降の国等により延期された場合には規則並びに要綱等で、その期間のほうは変えて

いきますということになっております。 

議 長（山田庄一君） 久保議員、３回になりました。多分、今の説明はよく分からないんじゃない

かと思うんだけれども、これは後日、ちゃんと当局のほうで説明ができるように整理して

から全協か、どこかの場でちゃんと説明してもらえればと思います。 

      暫時休憩します。時間は１０時までとします。 

（９時５２分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（９時５９分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に引き続き会議を始めます。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） 先ほどの久保君からの質問に対しては、既に３回になりましたけれども、会

議規則第５５条ただし書によって、議長が特に発言を許しますということがありますので、

久保議員には再度、要点を絞って分かりやすく質問をお願いしたいと思います。 

１５番（久保秀雄君） 今、議長の計らいで発言を許可いただきましたので、発言をさせていただき

たいと思います。 

      先ほど来の質問の中で、今回のこの条例改正についてはコロナ禍での負担の低減を図る

と、これとは別物だということを理解できました。ただ、前回の中でも９月以降について

は運用でやりますと、こういう話が出ていました。その関係について、これとの関わりは

どうなのかと、そういう質問をさせていただいたつもりであります。そうすると、先ほど

の町民福祉課長の答弁で、規則だとか細則だとか、そういうものの中で運用すると、そこ

まで理解できます。また、その詳細については、別途また、自分で教えていただきたいな

と、こんなふうに考えています。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８９号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第８９号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 
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（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第８９号の討論を終結いたします。 

      議案第８９号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８９号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１１ 議案第９０号 みなかみ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化の  

             ための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につ  

             いて  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１１、議案第９０号、みなかみ町地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第９０号についてご説明申し上げます。 

      地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方

公共団体等を定める省令が、令和２年１０月１日に施行されたことに伴い、関連する条例

について改正を行うものであります。 

      第１条の改正は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律の改正に伴う条ずれへの対応であります。事業者は群馬県知事に承認を受けた地域経済

牽引事業計画に基づいて事業をする場合、支援措置が受けられます。事業者に課する固定

資産税の課税免除をした場合の減収額の普通交付税による補填の規定を整備したものであ

ります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第９０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第９０号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第９０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第９０号の討論を終結いたします。 

      議案第９０号、みなかみ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化の

ための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第９０号、みなかみ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例については原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１２ 議案第９１号 みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１２、議案第９１号、みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第９１号につきましてご説明申し上げます。 

      みなかみ町手数料徴収条例第２条第３９号で、マイナンバー通知カードの再交付手数料

を定めておりますが、国が通知カードの新規発行等を定めた政令を令和２年５月２５日を

もって廃止したことに伴い、第３９号を削除し、第４０号を第３９号とするものでありま

す。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第９１号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第９１号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第９１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第９１号の討論を終結いたします。 

      議案第９１号、みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決いたし
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ます。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第９１号、みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例については原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１３ 議案第９２号 みなかみ町保健福祉センター条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１３、議案第９２号、みなかみ町保健福祉センター条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第９２号についてご説明申し上げます。 

      みなかみ町保健福祉センターにつきましては、地域保健法に基づき、平成１７年に、み

なかみ町保健福祉センター条例を設置し、事業を行っておりますが、保健福祉センターの

目的を効果的に達成するための条例改正であります。 

      改正の内容といたしましては、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づく指定管

理者に保健福祉センターの管理を行わせることができる条文を追加するものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第９２号について質疑ありませんか。 

      １５番久保君。 

１５番（久保秀雄君） 今、町長のほうの提案の説明で、福祉センターの管理をやらせることができ

ると、こういう説明をいただきました。今日までも相当な建築してから経過をしておりま

す。いろいろな指定管理についても５０万と、こういう一定の線を区切ってやっていると

ころでありますけれども、これからその辺の線引き、基本的にはどういうところまでとい

うか、その辺のところと、もう一つ、下のところで利用料の一部を納付金として指定管理

者から徴収することができると、こういう条文も入っております。 

      今までのというか、現実でいくとなかなかそういうものを徴収をするというのは難しい

のかなと思いますけれども、その辺のところはどんな想定をしているのかと、お聞きをし

たいと思います。 

議 長（山田庄一君） 子育て健康課長。 

（子育て健康課長 上村真弓君登壇） 

子育て健康課長（上村真弓君） お答えいたします。 

      すでに老朽化をしておりますので、いろいろな修繕に関してはこれから状況に応じまし
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て検討していきたいと考えております。 

      それから、利用料につきましては、現在も会議室等、設定はしておりますが、ほとんど

が町内で収益を要するものではございませんので、免除という形でしております。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第９２号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第９２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第９２号の討論を終結いたします。 

      議案第９２号、みなかみ町保健福祉センター条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第９２号、みなかみ町保健福祉センター条例の一部を改正する条例につい

ては原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） ここで暫時休憩します。１０時２０分開始とします。 

（１０時１１分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１０時２０分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に続き会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１４ 議案第 ９３号 指定管理者の指定について（みなかみ町公衆浴場 いこいの湯）  

      議案第 ９４号 指定管理者の指定について（みなかみ町健康福祉施設 湯テルメ・谷  

              川）  

      議案第 ９５号 指定管理者の指定について（みなかみ町ふれあい交流館）  

      議案第 ９６号 指定管理者の指定について（みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園 「満天  

              星の湯」）  

      議案第 ９７号 指定管理者の指定について（みなかみ町たくみの家 木工の家）  

      議案第 ９８号 指定管理者の指定について（みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉セン  

              ター「上牧 風和の湯」）  

      議案第 ９９号 指定管理者の指定について（猿ヶ京温泉屋内運動場）  
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      議案第１００号 指定管理者の指定について（湯宿温泉屋内運動場）  

      議案第１０１号 指定管理者の指定について（みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設）  

      議案第１０２号 指定管理者の指定について（みなかみ町月夜野学童クラブ）  

      議案第１０３号 指定管理者の指定について（みなかみ町農林漁業体験実習館（豊楽  

              館））  

      議案第１０４号 指定管理者の指定について（みなかみ町農産物加工施設（福寿茶屋））  

      議案第１０５号 指定管理者の指定について（みなかみ町手づくり郷土の香りの家）  

      議案第１０６号 指定管理者の指定について（みなかみ町フルーツ公園（桃李館））  

      議案第１０７号 指定管理者の指定について（みなかみ町月夜野第２学童クラブ）  

      議案第１０８号 指定管理者の指定について（みなかみ町カルチャーセンター）  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１４、議案第９３号、指定管理者の指定について（みなかみ町公衆浴

場 いこいの湯）から、議案第１０８号、指定管理者の指定について（みなかみ町カルチ

ャーセンター）まで、以上１６件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第９３号から、議案第１０８号まで一括してご説明申し上げます。 

      今回上程させていただきますのは、本年度において指定管理期間が満了する施設が１０

施設、指定管理者から指定の取消しの申出により再指定する施設が４施設、新たに指定管

理者を指定する施設が２施設、合計１６施設であります。 

      内容につきましては、１１月１９日に、みなかみ町公の施設指定管理者選定委員会を開

催し、審議いただいたところであります。 

      具体的な内訳につきましては、みなかみ町公衆浴場（いこいの湯）、みなかみ町健康福

祉施設（湯テルメ・谷川）、みなかみ町ふれあい交流館、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園

（「満天星の湯」）、みなかみ町たくみの家 木工の家、みなかみ町ふれあい・やすらぎ

温泉センター（「上牧 風和の湯」）、猿ヶ京温泉屋内運動場、湯宿温泉屋内運動場、み

なかみ町猿ヶ京温泉給湯施設、みなかみ町月夜野学童クラブの１０施設につきましては、

それぞれの施設において設置当時からの様々な経緯などを考慮し、また、今までの適正管

理の実績を踏まえ、特例指定として現在管理している管理者を指定するものであります。 

      次に、みなかみ町農林漁業体験実習館（豊楽館）、みなかみ町農産物加工施設（福寿茶

屋）、みなかみ町手づくり郷土の香りの家、みなかみ町フルーツ公園（桃李館）の４施設

につきましては、一般財団法人みなかみ町農村公園公社と株式会社たくみの里との共同事

業体である、たくみの里共同事業体による管理に移行するため、改めて指定管理者の指定

を行うものであります。 

      次に、新たに指定管理者を指定する月夜野第２学童クラブにつきましては、令和３年４

月１日にテレワークセンターＭＩＮＡＫＡＭＩ内に設置される予定であり、テレワークセ

ンターに参入している他事業者との調整が不可欠なことから、テレワークセンターの施設
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管理者である一般社団法人コトハバを特例指定として指定管理者に指定するものでありま

す。 

      なお、一般社団法人コトハバは、規定の研修を修了した放課後児童支援員を有しており、

学童クラブの運営に関しても指定管理者として問題はありません。 

      次に、みなかみ町カルチャーセンターにつきましては、公募による選定を行いましたと

ころ、１者の応募がありました。選定された一般社団法人みなかみ町シルバー人材センタ

ーは、地域に密着した団体で、定期的な音楽イベントの実施や高齢者の能力を生かした各

種文化教室の開催、利用者が行ったイベントのＤＶＤを作成し、販売する等、様々な自主

事業を計画しています。また、ホールの運営につきましては、音楽イベント運営権者を配

置するほか、運営に必要な有資格者や技術経験者の雇用も予定されており、施設運営に支

障はありません。 

      なお、指定期間につきましては、全ての施設において令和３年４月１日から令和６年３

月３１日までの３年間となっております。 

      以上、一括してご説明申し上げました。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      議案第９３号、指定管理者の指定について（みなかみ町公衆浴場 いこいの湯）から、

議案第１０８号、指定管理者の指定について（みなかみ町カルチャーセンター）まで、以

上１６件の質疑以降について、後日の本会議において審議したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第９３号、指定管理者の指定について（みなかみ町公衆浴場 いこいの湯）

から、議案第１０８号、指定管理者の指定について（みなかみ町カルチャーセンター）ま

で、以上１６件の質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたし

ました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１５ 議案第１０９号 利根沼田学校組合規約の変更に関する協議について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１５、議案第１０９号、利根沼田学校組合規約の変更に関する協議に

ついてを議題とします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第１０９号につきましてご説明申し上げます。 

      本協議は、利根沼田学校組合規約における理事長、副理事長及び理事の人員構成及び任
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期について、現状との齟齬を修正するために規約の一部を改正し、併せて規約縦書きを左

横書きへと見直しを行うものであります。 

      地方自治法第２９０条の規定により、本規約の変更について議会の議決を求めるもので

あります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１０９号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第１０９号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１０９号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第１０９号の討論を終結いたします。 

      議案第１０９号、利根沼田学校組合規約の変更に関する協議についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１０９号、利根沼田学校組合規約の変更に関する協議については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１６ 議案第１１０号 みなかみ町新町まちづくり計画の変更について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１６、議案第１１０号、みなかみ町新町まちづくり計画の変更につい

てを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第１１０号についてご説明申し上げます。 

      新町まちづくり計画は、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、旧月夜野町、旧水

上町及び旧新治村が合併後の新町の一体化を推進し、地域の均衡ある発展と住民福祉の向

上を図るため策定した、平成１７年度から平成３２年度までの１６年間の計画であります。 

      今回の計画変更につきましては、東日本大震災に伴う合併市町村に関わる地方債の特例

に関する法律の一部を改正する法律の施行により、合併特例事業債の発行可能期間が５年

間延長されたことから、引き続き、町村合併に起因する事業、本町の一体性の確立や均衡

ある発展に寄与する事業等に取り組むに当たり、合併特例事業債を活用するため、計画を
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変更するものであります。 

      変更の内容ですが、新町まちづくり計画の計画期間を法令のとおり令和７年度末まで延

長し、それに伴い人口推計や財政計画を変更するもので、市町村の合併の特例に関する法

律第５条第７項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

      なお、同条第８項の規定による群馬県知事との協議につきましては、令和２年９月１８

日に終了していることを申し添えさせていただきます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１１０号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第１１０号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１１０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第１１０号の討論を終結いたします。 

      議案第１１０号、みなかみ町新町まちづくり計画の変更についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１１０号、みなかみ町新町まちづくり計画の変更については原案のとお

り可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１７ 議案第１１１号 沼田市との利根沼田地域定住自立圏形成に関する協定の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１７、議案第１１１号、沼田市との利根沼田地域定住自立圏形成に関

する協定の締結についてを議題とします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第１１１号につきましてご説明申し上げます。 

      沼田市との利根沼田地域定住自立圏形成に関する協定の締結について、みなかみ地域会

の議決すべき事件を定める条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

      かねてより沼田市が中心市となり、利根沼田地域定住自立圏の形成に向けた取組を進め

てきております。地方創生を進める上で、市町村間連携は極めて重要なことと認識をして

おります。今回の協定では、関係市町村と具体的な検討を進めた結果、既存事業の中から
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既に連携が進んでいるもの、連携が容易なものを中心に、医療、福祉、教育など、９分野、

１５事業について協定するものであります。 

      なお、中心市の沼田市議会においても、同様の議案が並行して上程されており、両議会

の可決以降、協定締結となるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      議案第１１１号、沼田市との利根沼田地域定住自立圏形成に関する協定の締結について

の質疑以降について、後日の本会議において審議したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１１１号、沼田市との利根沼田地域定住自立圏形成に関する協定の締結

についての質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１８ 議案第１１２号 令和２年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１８、議案第１１２号、令和２年度みなかみ町一般会計補正予算（第

６号）についてを議題とします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第１１２号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,５５５万２,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８０億５８３万５,０００円とするものであります。 

      歳出補正の主なものは、人事異動及び給与改正に伴う職員人件費の減額であります。 

      また、職員人件費以外では、２款総務費、１項総務管理費では、猿ヶ京温泉交流公園

（満天星の湯）管理運営事業７４５万８,０００円の増額が主なものであります。 

      ３款民生費、１項社会福祉費では、後期高齢者医療療養給付費負担事業２,３８５万３,

０００円の増額です。２項児童福祉費では、学童クラブ整備事業４００万円、にいはるこ

ども園環境整備事業２２０万円の増額です。 

      ６款農林水産業費、１項農業費では、フルーツ公園（桃李館）管理運営事業１０５万４,

０００円の増額です。 

      ９款消防費、１項消防費では、防災行政無線整備事業１００万円の増額です。 

      １０款教育費、１項教育総務費では、中学生海外派遣事業６６４万円の減額、２項小学

校費６００万円、３項中学校費３００万円の増額は、国の学校保健特別対策事業費により

新型コロナ感染症対策のための町内の各小中学校に補助金を計上するものであります。４
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項高等学校費では、利根沼田学校組合（利根商）地方交付税交付事業１,４３５万７,００

０円の増額です。５項社会教育費では、町指定文化財管理事業８０万円の増額であります。 

      １１款災害復旧費では、２項土木施設災害復旧費１,９１０万円の増額は、９月９日の

豪雨災害に伴うものであります。 

      財源となる歳入補正の主なものは、地方交付税４億５,３３６万６,０００円の増額、国

庫支出金９９８万６,０００円の増額、繰入金４億２,９５９万９,０００円の減額、地方

債３,１８０万円の増額です。 

      なお、地方債補正につきましては、第２表のとおりであります。 

      以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      議案第１１２号、令和２年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）についての質疑以

降について、後日の本会議において審議したいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１１２号、令和２年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について

の質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

散 会  

 

議 長（山田庄一君） 以上で、本日の議事日程第１号に付された案件は全て終了いたしました。 

      明日１２月１日は午前９時より一般質問を行います。 

      本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

（１０時３７分 散会）  

 


